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衆
議
院
議
員
菅
�
人
君
提
出
豊
洲
新
市
場
の
認
可
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

東
京
都
が
平
成
十
九
年
四
月
二
十
五
日
に
設
置
し
た
「
豊
洲
新
市
場
予
定
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染
対
策
等
に
関
す
る
専
門

家
会
議
」
（
以
下
「
平
成
十
九
年
専
門
家
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
同
都
が
行
う
土
壌
汚
染
対
策
の
妥
当
性
等
に
つ
い
て
検

討
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
都
が
平
成
二
十
八
年
九
月
十
六
日
に
設
置
し
た
「
豊
洲
市
場
に
お
け
る
土
壌

汚
染
対
策
等
に
関
す
る
専
門
家
会
議
」
（
以
下
「
平
成
二
十
八
年
専
門
家
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
改
め
て
土
壌
汚
染
対
策

に
つ
い
て
検
証
を
行
う
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
こ
れ
ら
の
会
議
の
同
一
性
に

つ
い
て
評
価
す
べ
き
立
場
に
な
い
。

�
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
専
門
家
会
議
が
平
成
二
十
年
七
月
二
十
六
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
豊
洲
新
市
場
予
定
地
に
お
け
る
土
壌
汚
染

対
策
等
に
関
す
る
専
門
家
会
議
報
告
書
」
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
東
京
都
が
実
施
す
べ
き
土
壌
汚
染
対
策
の
う
ち
、
二
・
五

メ
ー
ト
ル
の
盛
土
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
十
日
の
東
京
都
知
事
の
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言
に
よ

る
と
、
青
果
棟
、
水
産
棟
等
の
建
物
の
下
に
お
い
て
、
全
て
が
盛
土
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
と
承

一



知
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
土
壌
汚
染
対
策
の
う
ち
、
地
下
水
中
の
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
シ
ア
ン
化
合
物
の
濃
度
が
地
下
水
環
境

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
地
下
水
浄
化
を
建
物
建
設
前
に
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
日

に
開
催
さ
れ
た
「
豊
洲
新
市
場
予
定
地
の
土
壌
汚
染
対
策
工
事
に
関
す
る
技
術
会
議
（
第
十
七
回
）」
の
資
料
等
に
よ
る
と
、

対
策
範
囲
に
お
い
て
揚
水
復
水
、
掘
削
除
去
等
に
よ
る
対
策
が
完
了
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て

い
る
。

�
に
つ
い
て

「
中
央
卸
売
市
場
整
備
計
画
」
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
農
林
水
産
大
臣
決
定
）
に
お
け
る
御
指
摘
の
記
述
は
、
開
設

者
に
留
意
を
促
す
観
点
か
ら
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
豊
洲
市
場
に
お
け
る
土
壌
汚
染
対
策
に
つ
い
て
は
、
盛
土

の
状
況
等
も
含
め
、
東
京
都
が
、
平
成
二
十
八
年
専
門
家
会
議
等
に
お
い
て
、
現
在
、
改
め
て
議
論
及
び
検
証
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
九
三
第
二
三
〇
号
）
�

か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
同
都
か
ら
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十

五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
照
ら
し
て
審
査
し
、
当
該
認
可
を
す
る
か
ど
う
か
を
適
切
に
判
断
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二


